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○
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
二
十
一
条

別
表
第
三
に
定
め
る
食
品
又
は
添
加
物
で
あ
つ
て
販
売
の
用
に
供
す
る
も
の
の
表
示
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
容
器
包
装
（
容
器
包
装
が
小
売
の
た
め
に
包
装
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
包
装
。
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
六
項
及
び
第
十

九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
か
な
い
で
も
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
当
該
容
器
包
装
又
は
包
装
の
見
や
す
い
場
所
に
記
載
す
る
こ
と
。

ミ

特
定
保
健
用
食
品
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
ミ
に
お

い
て
「
許
可
又
は
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
、
食
生
活
に
お
い
て
特
定
の
保
健
の
目
的
で
摂
取
を
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
摂
取
に
よ
り
当
該
保
健
の
目

的
が
期
待
で
き
る
旨
の
表
示
を
す
る
食
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
特
定
保
健
用
食
品
で
あ
る
旨
（
許
可
又
は
承
認
の
際
、
そ
の
摂
取
に
よ

り
特
定
の
保
健
の
目
的
が
期
待
で
き
る
旨
に
つ
い
て
条
件
付
き
の
表
示
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
条
件
付
き
特
定
保
健
用
食
品
」
と
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
、
条
件
付
き
特
定
保
健
用
食
品
で
あ
る
旨
）
、
許
可
又
は
承
認
を
受
け
た
表
示
の
内
容
、
栄
養
成
分
量
、
熱
量
、
原
材
料
の
名
称
、
内
容
量
、

一
日
当
た
り
の
摂
取
目
安
量
、
摂
取
の
方
法
、
摂
取
を
す
る
上
で
の
注
意
事
項
及
び
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
生
活
の
普
及
啓
発
を
図
る
文
言

栄
養
機
能
食
品
（
食
生
活
に
お
い
て
特
定
の
栄
養
成
分
の
補
給
を
目
的
と
し
て
摂
取
を
す
る
者
に
対
し
、
当
該
栄
養
成
分
を
含
む
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

シ
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
栄
養
成
分
の
機
能
の
表
示
を
す
る
も
の
（
健
康
増
進
法
第
二
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
別
用
途
食
品
及
び
生
鮮
食
品

（
鶏
卵
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
栄
養
機
能
食
品
で
あ
る
旨
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

と
し
て
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
栄
養
成
分
の
名
称
及
び
機
能
、
栄
養
成
分
量
、
熱
量
、
一
日
当
た
り
の
摂
取
目
安
量
、
摂
取
の
方
法
、
摂
取
を
す
る
上
で
の

注
意
事
項
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
生
活
の
普
及
啓
発
を
図
る
文
言
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
の
個
別
の
審
査
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
旨

ヱ

特
定
保
健
用
食
品
で
あ
つ
て
保
健
の
目
的
に
資
す
る
栄
養
成
分
に
つ
い
て
栄
養
所
要
量
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
栄
養
機
能
食
品
で
あ
つ
て
機
能
に

関
す
る
表
示
を
行
つ
て
い
る
栄
養
成
分
に
つ
い
て
栄
養
所
要
量
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
日
当
た
り
の
摂
取
目
安
量
に
含
ま
れ

る
当
該
栄
養
成
分
の
当
該
栄
養
所
要
量
に
対
す
る
割
合

ヒ

特
定
保
健
用
食
品
又
は
栄
養
機
能
食
品
で
あ
つ
て
、
調
理
又
は
保
存
の
方
法
に
関
し
特
に
注
意
を
必
要
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
注
意
事
項

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
邦
文
を
も
つ
て
、
当
該
食
品
又
は
添
加
物
を
一
般
に
購
入
し
、
又
は
使
用
す
る
者
が
読
み
や
す
く
、
理
解
し
や
す
い
よ
う

な
用
語
に
よ
り
正
確
に
行
う
こ
と
。

三

栄
養
機
能
食
品
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

イ

前
号
シ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
係
る
栄
養
成
分
以
外
の
成
分
の
機
能
の
表
示

ロ

特
定
の
保
健
の
目
的
が
期
待
で
き
る
旨
の
表
示

四

特
定
保
健
用
食
品
及
び
栄
養
機
能
食
品
（
以
下
「
保
健
機
能
食
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
食
品
に
あ
つ
て
は
、
保
健
機
能
食
品
と
紛
ら
わ
し
い
名
称
、
栄
養
成

分
の
機
能
及
び
特
定
の
保
健
の
目
的
が
期
待
で
き
る
旨
の
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

五

分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
非
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
作
物
で
あ
る
食
品
又
は
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し

た
非
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
作
物
を
原
材
料
と
す
る
加
工
食
品
（
当
該
加
工
食
品
を
原
材
料
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
以
外
の
食
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
作

物
で
あ
る
食
品
が
非
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
作
物
で
あ
る
食
品
で
あ
る
旨
又
は
当
該
加
工
食
品
の
原
材
料
で
あ
る
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
作
物
が
非
組

換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
作
物
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。


